
令和  年   月   日 水曜日 ( 号外第    号)官 報

（
船
用
品
検
査
試
験
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

船
用
品
検
査
試
験
規
則
（
大
正
九
年
逓
信
省
令
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
書
式
、
第
四
号
書
式
及
び
第
五
号
書
式
中
「
护
」
を
削
る
。

（
軌
道
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

軌
道
法
施
行
規
則
（
大
正
十
二
年
内
務

鉄
道
省
令
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
連
署
ノ
上
左
ノ
」
を
「
当
事
者
ノ
氏
名
又
ハ
名
称
ヲ
記
載
シ
次
ノ
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
連
署
ノ
上
」
を
「
当
事
者
ノ
氏
名
又
ハ
名
称
ヲ
記
載
シ
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
中
「
連
署
（
新
設
分
割
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
署
名
）
ノ
上
左
ノ
」
を
「
当
事
者
ノ
氏
名
又
ハ
名
称
ヲ
記

載
シ
次
ノ
」
に
改
め
る
。

〇
国
土
交
通
省
令
第
九
十
八
号

船
舶
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
六
号
）
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
関
係
法
令
を
実
施
す
る

た
め
、
押
印
を
求
め
る
手
続
の
見
直
し
等
の
た
め
の
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
三
日

国
土
交
通
大
臣

赤
羽

一
嘉

押
印
を
求
め
る
手
続
の
見
直
し
等
の
た
め
の
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
船
舶
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

船
舶
法
施
行
細
則
（
明
治
三
十
二
年
逓
信
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
書
式
中
「印

」
及
び
備
考
８
を
削
る
。

第
五
号
書
式
中
「印

」
及
び
備
考
11
を
削
る
。

第
八
号
書
式
及
び
第
九
号
書
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

（
鉄
道
抵
当
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

鉄
道
抵
当
法
施
行
規
則
（
明
治
三
十
八
年
逓
信
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
署
名
捺
印
シ
」
を
「
氏
名
ヲ
記
載
シ
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
及
び
第
四
条
中
「
署
名
捺
印
シ
」
を
「
氏
名
ヲ
記
載
シ
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
署
名
捺
印
ス
ベ
シ
」
を
「
氏
名
ヲ
記
載
ス
ベ
シ
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
署
名
捺
印
シ
且
毎
葉
ノ
綴
目
ニ
契
印
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
」
を
「
氏
名
ヲ
記
載
ス
ベ
シ
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
署
名
捺
印
ス
ヘ
シ
」
を
「
氏
名
ヲ
記
載
ス
ベ
シ
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
記
載
シ
抵
当
権
者
及
会
社
ノ
代
表
取
締
役
又
ハ
代
表
執
行
役
之
ニ
署
名
捺
印
ス
ヘ
シ
」
を
「
記
載

ス
ベ
シ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
名
称
」
を
「
氏
名
又
ハ
名
称
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
ノ
二
第
一
項
中
「
署
名
捺
印
ス
ベ
シ
」
を
「
氏
名
又
ハ
名
称
ヲ
記
載
ス
ベ
シ
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
署
名
捺
印
シ
」
を
「
氏
名
又
ハ
名
称
ヲ
記
載
シ
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
中
「
署
名
捺
印
ス
ヘ
シ
」
を
「
氏
名
又
ハ
名
称
ヲ
記
載
ス
ベ
シ
」
に
、
同
条
第
一
号
中
「
名
称
」
を

「
氏
名
又
ハ
名
称
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
二
を
削
る
。

  



別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
一
号
の
二
様
式
中
「（

署
名

）

」
を
削
り
、

「
※

受
付

担
当

者
確

認
欄

印
」

を

「

」

※
受

付
担

当
者

確
認

欄

に
改
め
る
。

令和  年   月   日 水曜日 ( 号外第    号)官 報

第
十
二
号
様
式
中
「 

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
十
四
号
様
式
及
び
第
十
六
号
様
式
中
「 

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
十
七
号
様
式
中
「 

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
す
る
。

第
十
八
号
様
式
及
び
第
十
九
号
様
式
中
「 

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

（
測
量
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

測
量
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
三
中
「印

」
及
び
備
考
４
を
削
る
。

別
表
第
二
中

「氏
名

印
 
 
 
 
 
 
 

」
を
「氏

名 
 
 
 
 

」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
か
ら
別
表
第
六
ま
で
の
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
表
第
七
中
「（

署
名

）
」
を
削
る
。

別
表
第
八
中
「印

」
及
び「（

署
名

）

」
を
削
る
。

別
表
第
十
一
中
「 

」
を
削
る
。

別
表
第
十
二
中
「印

」
を
削
る
。

別
表
第
十
四
中
「申

請
者

印

」
を
「申

請
者

」
に
改
め
る
。

（
造
船
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

造
船
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
運
輸
省
令
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
書
式
及
び
第
二
号
書
式
中
「 

」
を
削
る
。

第
三
号
書
式
及
び
第
四
号
書
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
十
号
書
式
中
「 

」
を
削
る
。

（
建
築
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

建
築
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
書
式
及
び
第
一
号
の
二
書
式
中
「（

自
署

）

」
を
削
る
。

第
一
号
の
三
書
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
三
号
の
二
書
式
中
「（

署
名

）

」
を
削
り
、「責

任
者

（
職

氏
名

）
印

」
を
「責

任
者

（
職

氏
名

）

」
に
改
め
る
。

第
五
号
書
式
第
一
面
中
記
入
注
意
２
を
削
り
、
記
入
注
意
３
を
記
入
注
意
２
と
し
、
記
入
注
意
４
を
記
入
注
意
３

と
し
、「登

録
申

請
者

氏
名

印

」
を
「登

録
申

請
者

氏
名

」
に
改
め
る
。

第
六
号
書
式
添
付
書
類
敫
中
記
入
注
意
１
を
削
り
、
記
入
注
意
２
を
記
入
注
意
１
と
し
、
記
入
注
意
３
を
記
入
注

意
２
と
し
、「印

」
を
削
り
、
同
書
式
添
付
書
類
敚
中
「印

」
及
び
「（

署
名

）

」
を
削
る
。

第
六
号
の
二
書
式
中
「印

」
を
削
る
。

（
建
築
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
項
第
一
号
、
第
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
、
第

二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一
号
並
び
に
第
三
条
の
七
第
一
項
第
一
号
中
「
記
名
及
び
押
印
が
あ
る
」
を
「
氏
名
が

記
載
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
一
条
の
四
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
十
一
条
の
三
第
一
項
第
五
号
」
に

改
め
る
。

第
十
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
一
条
の
四
第
一
項
第
七
号
」
を
「
第
十
一
条
の
三
第
一
項
第
七
号
」
に
、「
第
十
一

条
の
四
第
一
項
第
八
号
」
を
「
第
十
一
条
の
三
第
一
項
第
八
号
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
十
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
中
「
記
名
及
び
押
印
が
あ
る
」
を
「
氏
名
が
記
載
さ
れ
た
」

に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
三
を
削
り
、
第
十
一
条
の
四
を
第
十
一
条
の
三
と
し
、
第
十
一
条
の
五
を
第
十
一
条
の
四
と
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「申

請
者

氏
名

印

」
を
「申

請
者

氏
名

」
に
、「設

計
者

氏
名

印

」
を

「設
計

者
氏

名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、
注
意
２
挭
を
削
り
、
注
意
２
挮
を
注
意
２
と

す
る
。

別
記
別
記
第
三
号
様
式
中
「第

十
一

条
の

四

」
を
「第

十
一

条
の

三

」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「申

請
者

氏
名

印

」
を
「申

請
者

氏
名

」
に
、「設

計
者

氏
名

印

」
を

「設
計

者
氏

名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、
注
意
挭
を
削
り
、
注
意
挮
を
注
意
挭
と
し
、

注
意
振
を
注
意
挮
と
す
る
。

別
記
第
八
号
様
式
（
昇
降
機
用
）
及
び
別
記
第
八
号
様
式
（
昇
降
機
以
外
の
建
築
設
備
用
）
中
「申

請
者

氏
名

印

」
を
「申

請
者

氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、
注
意
２
挭
を
削
り
、
注
意
２
挮

を
注
意
２
と
す
る
。

別
記
第
九
号
様
式
（
昇
降
機
用
）
及
び
別
記
第
九
号
様
式
（
昇
降
機
以
外
の
建
築
設
備
用
）
中
「申

請
者

氏
名

印

」
を
「申

請
者

氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、
注
意
挭
を
削
り
、
注
意
挮
を
注

意
挭
と
し
、
注
意
振
を
注
意
挮
と
す
る
。

別
記
第
十
号
様
式
及
び
別
記
第
十
一
号
様
式
中
「申

請
者

氏
名

印

」
を
「申

請
者

氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、
注
意
２
挭
を
削
り
、
注
意
２
挮
を
注
意
２
と
す
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
中
「第

十
一

条
の

四

」
を
「第

十
一

条
の

三

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
及
び
別
記
第
十
四
号
様
式
中
「申

請
者

氏
名

印

」
を「申

請
者

氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、
注
意
挭
を
削
り
、
注
意
挮
を
注
意
挭
と
し
、
注
意
振
を
注
意
挮
と
す
る
。

別
記
第
十
八
号
の
二
様
式
中
「申

請
者

氏
名

印

」
を
「申

請
者

氏
名

」
に
、「設

計
者

氏
名

印

」
を
「設

計
者

氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、
注
意
２
挭
を
削
り
、
注
意
２
挮
を
注

意
２
と
す
る
。

別
記
第
十
八
号
の
三
様
式
中
「申

請
者

氏
名

印

」
を
「申

請
者

氏
名

」
に
、「設

計
者

氏
名

印

」
を
「設

計
者

氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、
注
意
挭
を
削
り
、
注
意
挮
を
注
意
挭

と
し
、
注
意
振
を
注
意
挮
と
す
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
中
「申

請
者

氏
名

印

」
を
「申

請
者

氏
名

」
に
、「工

事
監

理
者

氏
名

印

」
を
「工

事
監

理
者

氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、
注
意
２
挭
を
削
り
、
注
意
２
挮

を
注
意
２
挭
と
し
、
注
意
２
振
を
注
意
２
挮
と
す
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
中
「届

出
者

氏
名

印

」
を
「届

出
者

氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏

名

」

に
改
め
、
注
意
２
挭
を
削
り
、
注
意
２
挮
を
注
意
２
と
す
る
。

別
記
第
二
十
六
号
様
式
中
「申

請
者

氏
名

印

」
を
「申

請
者

氏
名

」
に
、「工

事
監

理
者

氏
名

印

」
を
「工

事
監

理
者

氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、
注
意
２
挭
を
削
り
、
注
意
２

挮
を
注
意
２
挭
と
し
、
注
意
２
振
を
注
意
２
挮
と
す
る
。

  



別
記
第
三
十
三
号
様
式
中
「申

請
者

氏
名

印

」
を
「申

請
者

氏
名

」
に
、

「
※

建
築

主
事印

※
審

査

」

を 「
※

建
築

主
事

※
審

査
担

当
者

」

に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、

注
意
１
挭
を
削
り
、
注
意
１
挮
を
注
意
１
挭
と
し
、
注
意
１
振
を
注
意
１
挮
と
す
る
。

担
当

者

印

令和  年   月   日 水曜日 ( 号外第    号)官 報

別
記
第
三
十
四
号
様
式
中
「申

請
者

氏
名

印

」
を
「申

請
者

氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、
注
意
１
挭
を
削
り
、
注
意
１
挮
を
注
意
１
挭
と
し
、
注
意
１
振
を
注
意
１
挮
と
す
る
。

別
記
第
三
十
六
号
の
二
様
式
中
「報

告
者

氏
名

印

」
を
「報

告
者

氏
名

」
に
、「調

査
者

氏
名

印

」
を
「調

査
者

氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、
注
意
２
挭
を
削
り
、
注
意
２
挮
を

注
意
２
挭
と
し
、
注
意
２
振
か
ら
注
意
２
挘
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
第
三
十
六
号
の
三
様
式
中
「第

十
一

条
の

四

」
を
「第

十
一

条
の

三

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
六
号
の
四
様
式
中
「報

告
者

氏
名

印

」
を
「報

告
者

氏
名

」
に
、「検

査
者

氏
名

印

」
を
「検

査
者

氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、
注
意
２
挭
を
削
り
、
注
意
２
挮
を

注
意
２
挭
と
し
、
注
意
２
振
か
ら
注
意
２
挴
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
第
三
十
六
号
の
五
様
式
中
「第

十
一

条
の

四
」
を
「第

十
一

条
の

三

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
六
号
の
六
様
式
中
「報

告
者

氏
名

印

」
を
「報

告
者

氏
名

」
に
、「検

査
者

氏
名

印

」
を
「検

査
者

氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、
注
意
２
挭
を
削
り
、
注
意
２
挮
を

注
意
２
挭
と
し
、
注
意
２
振
か
ら
注
意
２
挳
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
第
三
十
六
号
の
七
様
式
中
「第

十
一

条
の

四

」
を
「第

十
一

条
の

三

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
六
号
の
八
様
式
中
「報

告
者

氏
名

印

」
を
「報

告
者

氏
名

」
に
、「検

査
者

氏
名

印

」
を
「検

査
者

氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、
注
意
２
挭
を
削
り
、
注
意
２
挮
を

注
意
２
挭
と
し
、
注
意
２
振
を
注
意
２
挮
と
し
、
注
意
２
挰
を
注
意
２
振
と
す
る
。

別
記
第
三
十
六
号
の
九
様
式
中
「第

十
一

条
の

四

」
を
「第

十
一

条
の

三

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
六
号
の
十
様
式
中
「報

告
者

氏
名

印

」
を
「報

告
者

氏
名

」
に
、「検

査
者

氏
名

印

」
を
「検

査
者

氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、
注
意
２
挭
を
削
り
、
注
意
２
挮
を

注
意
２
挭
と
し
、
注
意
２
振
か
ら
注
意
２
挴
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
第
三
十
六
号
の
十
一
様
式
及
び
別
記
第
三
十
七
号
様
式
中
「第

十
一

条
の

四

」
を
「第

十
一

条
の

三

」
に
改

め
る
。

別
記
第
三
十
七
号
の
六
様
式
、
別
記
第
三
十
七
号
の
八
様
式
、
別
記
第
三
十
七
号
の
八
の
二
様
式
、
別
記
第
三
十

七
号
の
十
様
式
、
別
記
第
三
十
七
号
の
十
二
様
式
、
別
記
第
三
十
七
号
の
十
二
の
二
様
式
、
別
記
第
三
十
七
号
の
十

四
様
式
、
別
記
第
三
十
七
号
の
十
六
様
式
、
別
記
第
三
十
七
号
の
十
六
の
二
様
式
、
別
記
第
三
十
七
号
の
十
八
様
式
、

別
記
第
三
十
七
号
の
二
十
様
式
及
び
別
記
第
三
十
七
号
の
二
十
の
二
様
式
中
「（

署
名

）

」
を
削
る
。

別
記
第
四
十
号
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
注
意
２
挭
を
削
り
、
注
意
２
挮
を
注

意
２
挭
と
し
、
注
意
２
振
を
注
意
２
挮
と
す
る
。

別
記
第
四
十
一
号
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
注
意
１
挭
を
削
り
、
注
意
１
挮
を

注
意
１
と
す
る
。

別
記
第
四
十
三
号
様
式
及
び
別
記
第
四
十
四
号
様
式
中
「申

請
者

氏
名

印

」
を
「申

請
者

氏
名

」

に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、
注
意
２
挭
を
削
り
、
注
意
２
挮
を
注
意
２
挭
と
し
、
注
意
２
振
か
ら
注

意
２
挱
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
第
四
十
七
号
様
式
中
「申

請
者

氏
名

印

」
を
「申

請
者

氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、
注
意
２
挭
を
削
り
、
注
意
２
挮
を
注
意
２
と
す
る
。

別
記
第
四
十
八
号
様
式
中「

申
請

者
氏

名
印

」

を「
申

請
者

氏
名

」

に
、

「
係

員
印

」

を「
係

員
氏

名
」

に
改
め
、
注
意
２
挭
を
削
り
、
注
意
２
挮
を
注
意
２
挭
と
し
、
注
意
２
振
か
ら
注
意
２
挱
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り

上
げ
る
。

別
記
第
四
十
九
号
の
三
様
式
中「

申
請

者
氏

名
印

」

を「
申

請
者

氏
名

」

に
、

「
係

員
印

」

を「
係

員
氏

名
」

に
改
め
、
注
意
２
挭
を
削
り
、
注
意
２
挮
を
注
意
２
挭
と
し
、
注
意
２
振
を
注
意
２
挮
と
し
、
注
意
２
挰

を
注
意
２
振
と
す
る
。

別
記
第
四
十
九
号
の
七
様
式
中「

申
請

者
氏

名
印

」

を「
申

請
者

氏
名

」

に
、

「
係

員
印

」

を「
係

員
氏

名
」

に
改
め
、
注
意
２
挭
を
削
り
、
注
意
２
挮
を
注
意
２
挭
と
し
、
注
意
２
振
か
ら
注
意
２
挱
ま
で
を
一
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

別
記
第
五
十
号
の
二
様
式
中「

申
請

者
の

氏
名

又
は

名
称

印
」

を「
申

請
者

の
氏

名
又

は
名

称
」

に
改
め
、
注
意
挮
を
削
り
、
注
意
振
を
注
意
挮
と
し
、
注
意
挰
を
注
意
振
と
し
、
注
意
挱
を
注
意
挰
と
す
る
。

別
記
第
五
十
号
の
五
様
式
中「

申
請

者
の

氏
名

又
は

名
称

印
」

を「
申

請
者

の
氏

名
又

は
名

称
」

に
改
め
、
注
意
挮
を
削
り
、
注
意
振
を
注
意
挮
と
し
、
注
意
挰
か
ら
注
意
挲
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
第
五
十
号
の
八
様
式
中「

印
」

及
び
注
意
挮
を
削
り
、
注
意
振
を
注
意
挮
と
し
、
注
意
挰
を
注
意
振
と
し
、

注
意
挱
を
注
意
挰
と
す
る
。

別
記
第
五
十
号
の
九
様
式
中「

印
」

及
び
注
意
挮
を
削
り
、
注
意
振
を
注
意
挮
と
す
る
。

別
記
第
五
十
号
の
十
一
様
式
及
び
別
記
第
五
十
号
の
十
四
様
式
中「

申
請

者
の

氏
名

又
は

名
称

印
」

を「
申

請
者

の
氏

名
又

は
名

称
」

に
改
め
、
注
意
挮
を
削
り
、
注
意
振
を
注
意
挮
と
し
、
注
意
挰
を
注
意
振
と
し
、

注
意
挱
を
注
意
挰
と
す
る
。

別
記
第
五
十
一
号
様
式
中「（

署
名

）
」

を
削
り
、

「
責

任
者

（
職

氏
名

）
印

」

を「
責

任
者

（
職

氏
名

）
」

に

改
め
る
。

別
記
第
五
十
三
号
様
式
か
ら
別
記
第
六
十
号
様
式
ま
で
の
様
式
中「（

署
名

）
」

を
削
る
。

別
記
第
六
十
号
の
二
様
式
中「（

署
名

）
」

を
削
り
、

「
責

任
者

（
職

氏
名

）
印

」

を「
責

任
者

（
職

氏
名

）
」

に
改
め

る
。別

記
第
六
十
号
の
四
様
式
か
ら
別
記
第
六
十
号
の
十
一
様
式
ま
で
の
様
式
中「（

署
名

）
」

を
削
る
。

別
記
第
六
十
一
号
様
式
、
別
記
第
六
十
一
号
の
二
様
式
、
別
記
第
六
十
五
号
様
式
及
び
別
記
第
六
十
五
号
の
二
様

式
中「

申
請

者
氏

名
印

」

を「
申

請
者

氏
名

」

に
、

「
係

員
印

」

を「
係

員
氏

名
」

に
改
め
、
注
意
２

挭
を
削
り
、
注
意
２
挮
を
注
意
２
挭
と
し
、
注
意
２
振
か
ら
注
意
２
挱
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
第
六
十
七
号
の
三
様
式
中「

申
請

者
氏

名
印

」

を「
申

請
者

氏
名

」

に
、

「
設

計
者

氏
名

印
」

を「
設

計
者

氏
名

」

に
、

「
係

員
印

」

を「
係

員
氏

名
」

に
改
め
、
注
意
２
挭
を
削
り
、
注
意
２
挮
を

注
意
２
挭
と
し
、
注
意
２
振
か
ら
注
意
２
挱
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
第
六
十
七
号
の
四
様
式
中「

第
十

一
条

の
四

」

を「
第

十
一

条
の

三
」

に
改
め
る
。

別
記
第
六
十
九
号
様
式
中「

届
出

者
氏

名
印

」

を「
届

出
者

氏
名

」

に
、

「
係

員
印

」

を「
係

員
氏

名
」

に
改
め
、
注
意
１
挭
を
削
り
、
注
意
１
挮
を
注
意
１
と
す
る
。

（
海
事
代
理
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

海
事
代
理
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「
氏

名

印
」
を
「
氏

名

」
に
改
め
、
備
考
を
削
る
。

第
二
号
様
式
中
「
印
」
及
び
備
考
を
削
る
。

第
三
号
様
式
中
「
氏

名

印
」
を
「
氏

名

」
に
改
め
、
備
考
を
削
る
。

第
四
号
様
式
中
「
印
」
及
び
備
考
を
削
る
。

  



別
記
様
式
第
三
中
「 

」
を
削
り
、

「
備

考１
申

出
人

が
法

人
で

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

住
所

及
び

氏
名

は
、

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

、
名

称
及

び
そ

の
代

表
者

の
氏

名
を

記
載

２
申

出
人

の
氏

名
（

法
人

に
あ

っ
て

は
そ

の
代

表
者

の
氏

名
）

の
記

に
お

い
て

は
、

押
印

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

３
「

地
積

」
欄

の
最

下
段

に
地

積
の

合
計

を
記

載
す

る
こ

と
。

４
「

換
地

処
分

の
共

用
持

分
」

欄
は

、
従

前
の

宅
地

の
価

額
の

割
合

る
こ

と
を

希
望

す
る

場
合

に
の

み
記

載
す

る
こ

と
。

そ
れ

ぞ
れ

そ
の

法
人

の
す

る
こ

と
。

載
を

自
署

で
行

う
場

合

」

を 「
備

考１
申

出
人

が
法

人
で

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

住
所

及
び

氏
名

は
、

そ
れ

ぞ
れ

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

、
名

称
及

び
そ

の
代

表
者

の
氏

名
を

記
載

す
る

こ
と

。

２
「

地
積

」
欄

の
最

下
段

に
地

積
の

合
計

を
記

載
す

る
こ

と
。

３
「

換
地

処
分

後
の

共
用

持
分

」
欄

は
、

従
前

の
宅

地
の

価
額

の
割

合
と

異
な

め
る

こ
と

を
希

望
す

る
場

合
に

の
み

記
載

す
る

こ
と

。
と

異
な

る
割

合
を

定
め

」

そ
の

法
人

の

る
割

合
を

定

に
改
め
る
。

令和  年   月   日 水曜日 ( 号外第    号)官 報

（
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
八
条

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
七
年
建
設
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
第
一
面
中

「報
告

者
の

氏
名

又
は

名
称

及
び

法
人

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

代
表

者
の

氏
名

印

」
を

「報
告

者
の

氏
名

又
は

名
称

及
び

法
人

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

代
表

者
の

氏
名

」
に
、「係

員
印

」

を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、
注
意
２
を
削
り
、
注
意
１
を
注
意
と
す
る
。

第
五
号
様
式
第
一
面
中
「申

請
者

の
氏

名
又

は
名

称
印

」
を
「申

請
者

の
氏

名
又

は
名

称

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、
注
意
を
削
る
。

第
十
二
号
様
式
第
一
面
及
び
第
十
三
号
様
式
第
一
面
中

「申
請

者
の

氏
名

又
は

名
称

及
び

法
人

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

代
表

者
の

氏
名

印

」
を

「申
請

者
の

氏
名

及
び

法
人

に
あ

そ
の

代
表

者
の

又
は

名
称

っ
て

は
、

氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、
注
意
を
削
る
。

第
十
七
号
様
式
第
一
面
中

「申
請

者
（

管
理

者
等

）
の

氏
名

又
は

名
称

、
及

び
法

人
に

あ
っ

て
は

そ
の

代
表

者
の

氏
名

印

」
を

「申
請

者
（

管
理

者
等

）
及

び
法

人
に

あ
っ

て
は

の
氏

名
又

は
名

称
、

そ
の

代
表

者
の

氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、
注
意
を
削
る
。

第
二
十
一
号
様
式
第
一
面
中

「報
告

者
の

氏
名

又
は

名
称

及
び

法
人

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

代
表

者
の

氏
名

印

」
を

「報
告

者
の

氏
名

又
は

名
称

及
び

法
人

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

代
表

者
の

氏
名

」
に
、「係

員

印

」
を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、
注
意
を
削
る
。

（
航
空
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
九
十
九
条

航
空
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
九
年
運
輸
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「 

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

（
航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
省
令
）

第
百
条

航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
運
輸
省
令
第
二
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「 
」
及
び
注
を
削
る
。

第
三
号
様
式
中
「 

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
四
号
様
式
中
「 

」
及
び
注
を
削
る
。

（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
二
条

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
十
六
条
第
一
項
中
「
記
載
し
、
か
つ
、
当
事
者
が
連
署
し
た
」
を
「
記
載
し
た
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
記
載
し
、
か
つ
、
連
署
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
署
名
）
し
た
」
を
「
記
載

し
た
」
に
改
め
る
。

（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
三
条

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
中
「
記
載
し
、
か
つ
、
当
事
者
が
連
署
し
た
」
を
「
記
載
し
た
」
に
改

め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
記
載
し
、
か
つ
当
事
者
が
連
署
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
署
名
）
し
た
」
を「
記

載
し
た
」
に
改
め
る
。

（
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
九
十
四
条

船
舶
安
全
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
年
運
輸
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「印

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

（
地
方
拠
点
都
市
地
域
に
お
け
る
都
市
計
画
法
の
特
例
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
九
十
五
条

地
方
拠
点
都
市
地
域
に
お
け
る
都
市
計
画
法
の
特
例
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
四
年
建
設
省
令
第
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「 

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

（
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
六
条

特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
五
年
建
設
省
令
第
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

（
被
災
市
街
地
復
興
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
七
条

被
災
市
街
地
復
興
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
建
設
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

別
記
様
式
第
二
中
「 

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

  



様
式
第
一
中「

印
」

を
削
り
、 「

注
１

不
要

の
部

分
は

消
し

て
く

だ
さ

い
。

２
申

請
者

が
法

人
で

あ
る

場
合

に
は

、
代

表
者

の
氏

名
も

併
せ

て
記

載
し

３
氏

名
の

記
載

を
自

署
で

行
う

場
合

に
は

、
押

印
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

４
変

更
認

定
申

請
の

場
合

は
、

変
更

に
係

る
事

項
の

み
を

記
載

し
て

く
だ

」
を

て
く

だ
さ

い
。

き
ま

す
。

さ
い

。

「

注
１

不
要

の
部

分
は

消
し

て
く

だ
さ

い
。

２
申

請
者

が
法

人
で

あ
る

場
合

に
は

、
代

表
者

の
氏

名
も

併
せ

て
記

載
し

て
く

だ
さ

３
変

更
認

定
申

請
の

場
合

は
、

変
更

に
係

る
事

項
の

み
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

い
。

」
に
改
め
る
。

令和  年   月   日 水曜日 ( 号外第    号)官 報

（
特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
二
十
七
条

特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
八
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中「

印
 

」

を「
 

」

に
改
め
、
備
考
５
敂
挎
中「

が
記

名
押

印
し

、
又

は
署

名
す

る
」

を「
の

氏
名

を
記

載
す

る
」

に
改
め
、
同
挏
中「

が
、

そ
の

」

を「
の

」

に
、

「
が

記
名

押
印

し
、

又
は

署
名

す
る

」

を「
の

氏
名

を
記

載
す

る
」

に
改
め
る
。

（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
二
十
八
条

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
国
土
交

通
省
令
第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
号
様
式
第
一
面
中「

申
請

者
の

氏
名

又
は

名
称

印
」

を「
申

請
者

の
氏

名
又

は
名

称
」

に
、

「
係

員
印

」

を「
係

員
氏

名
」

に
改
め
、
注
意
を
削
る
。

第
五
号
の
二
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
二
を
削
り
、
備
考
一
を
備
考
と
す
る
。

第
五
号
の
三
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
二
を
削
り
、
備
考
三
を
備
考
二
と
す
る
。

第
五
号
の
四
様
式
第
一
面
中「

申
請

者
の

氏
名

又
は

名
称

印
」

を「
申

請
者

の
氏

名
又

は
名

称
」

に
、

「
係

員
印

」

を「
係

員
氏

名
」

に
改
め
、
注
意
を
削
る
。

（
海
洋
構
築
物
等
に
係
る
安
全
水
域
の
設
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
二
十
九
条

海
洋
構
築
物
等
に
係
る
安
全
水
域
の
設
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省

令
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中「

 
」

及
び
備
考
５
を
削
る
。

（
広
域
的
地
域
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
条

広
域
的
地
域
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
令
第

七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
の
保
全
及
び
利
用
の
促
進
の
た
め
の
低
潮
線
の
保
全
及
び
拠
点
施
設
の
整
備
等
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
五
条

排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
の
保
全
及
び
利
用
の
促
進
の
た
め
の
低
潮
線
の
保
全
及
び
拠
点
施
設

の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
国
土
交
通
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
と
す
る
。

（
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
六
条

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
九
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「
印
」
及
び
備
考
二
を
削
り
、
備
考
三
を
備
考
二
と
し
、
備
考
四
か
ら
備
考
六
ま
で
を
一
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

別
記
様
式
第
二
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

別
記
様
式
第
三
中
「申

請
者

氏
名

印

」
を
「申

請
者

氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏

名

」
に

改
め
、
注
意
２
挭
を
削
り
、
注
意
２
挮
を
注
意
２
挭
と
し
、注
意
２
振
か
ら
注
意
２
挱
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
様
式
第
七
中
「印
」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

別
記
様
式
第
九
及
び
別
記
様
式
第
十
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
備
考
２
を
削
り
、
備

考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
し
、
備
考
５
を
備
考
４
と
す
る
。

（
特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
一
条

特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省

令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で
、
第
三
号
の
四
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で
、
第
七
号
様
式
か
ら
第
九
号
様

式
ま
で
及
び
第
九
号
の
四
様
式
か
ら
第
十
二
号
様
式
ま
で
の
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
二
十
二
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、「日

本
工

業
規

格

」
を
「日

本
産

業
規

格

」
に
改
め
、
備
考
３
を
削
り
、
備

考
４
を
備
考
３
と
し
、
備
考
５
を
備
考
４
と
し
、
備
考
６
を
備
考
５
と
す
る
。

（
海
上
運
送
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
日
本
船
舶
・
船
員
確
保
計
画
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改

正
）

第
百
三
十
二
条

海
上
運
送
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
日
本
船
舶
・
船
員
確
保
計
画
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令

（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
、
第
三
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
中
「 

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

（
国
土
交
通
省
関
係
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
三
条

国
土
交
通
省
関
係
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成

二
十
年
国
土
交
通
省
令
第
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「（

第
五

条
関

係
）

」
を
「（

第
四

条
関

係
）

」
に
改
め
、「 

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考

２
と
し
、
備
考
４
か
ら
備
考
６
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
様
式
第
二
中
「 

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
す
る
。

（
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
四
条

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年
国
土
交
通
省
令
第
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
第
一
面
中
「申

請
者

の
氏

名
又

は
名

称
印

」
を
「申

請
者

の
氏

名
又

は
名

称

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、
注
意
４
を
削
り
、
注
意
５
を
注
意
４
と
し
、
注
意
６
を
注
意
５
と
す
る
。

第
三
号
様
式
中
「申

請
者

の
氏

名
又

は
名

称
印

」
を
「申

請
者

の
氏

名
又

は
名

称

」
に
、「係

員
印

」

を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、
注
意
３
を
削
る
。

第
五
号
様
式
第
一
面
中
「氏

名
又

は
名

称
印

」
を
「氏

名
又

は
名

称

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員

氏
名

」
に
改
め
、
注
意
３
を
削
り
、
注
意
４
を
注
意
３
と
す
る
。

第
六
号
様
式
中
「申

請
者

の
氏

名
又

は
名

称
印

」
を
「申

請
者

の
氏

名
又

は
名

称

」
に
、「係

員
印

」

を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、
注
意
２
を
削
り
、
注
意
１
を
注
意
と
す
る
。

   



令和  年   月   日 水曜日 ( 号外第    号)官 報

（
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
）

第
百
四
十
五
条

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九

年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
二
号
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
す
る
。

別
記
様
式
第
三
号
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

（
国
土
交
通
省
関
係
住
宅
宿
泊
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
四
十
六
条

国
土
交
通
省
関
係
住
宅
宿
泊
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
、
第
四
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
七
号
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

第
八
号
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

第
十
二
号
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

第
十
三
号
様
式
及
び
第
十
四
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
十
五
号
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

第
十
六
号
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

（
国
土
交
通
省
関
係
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
適
正
な
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
四
十
七
条

国
土
交
通
省
関
係
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
適
正
な
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
三
十
一

年
国
土
交
通
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
様
式
中
「 

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
三
号
様
式
中
「 

」
及
び
注
３
を
削
る
。

第
七
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
３
を
削
る
。

第
八
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
九
号
様
式
、
第
十
号
様
式
及
び
第
十
二
号
様
式
中
「 

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
十
三
号
様
式
中
「 

」
及
び
注
４
を
削
る
。

第
十
五
号
様
式
中
「 

」
及
び
注
３
を
削
る
。

第
十
六
号
様
式
か
ら
第
十
八
号
様
式
ま
で
の
様
式
及
び
第
二
十
一
号
様
式
中
「 

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を

注
と
す
る
。

（
国
土
交
通
省
関
係
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
四
十
八
条

国
土
交
通
省
関
係
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
三
十
一
年
国
土
交
通
省
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
と
す
る
。

（
国
土
交
通
省
関
係
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置

法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
四
十
九
条

国
土
交
通
省
関
係
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大

会
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
令
和
元
年
国
土
交
通
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中
「 

」
及
び
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
１
と
し
、
備
考
３
か
ら
備
考
10
ま
で
を
一
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
様
式
第
二
号
中
「 

」
及
び
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
１
と
し
、
備
考
３
か
ら
備
考
８
ま
で
を
一
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。

（
自
動
車
の
特
定
改
造
等
の
許
可
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
百
五
十
条

自
動
車
の
特
定
改
造
等
の
許
可
に
関
す
る
省
令
（
令
和
二
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
中
「印

並
び

に

」
及
び
備
考
挏
を
削
り
、
備
考
挎
を
備
考
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り

繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

   










